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公益社団法人米子広域シルバー人材センター 

令和８年４月から契約方法の見直しを行います。 

 

センター

 

会 員

 
請負・委任契約 

現 行 の 契 約 方 式 

請負・委任契約 

①業務委託 ②再委託 

直接的な契約関係がない。 

発注者 
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 発注者 

センター

 会 員

 

利用契約 

三 者 間 の 包 括 的 契 約 

請負・準委任契約 

①利用申込 ②マッチング 

⑤会員の 

サポート 

 ⑥仕事に関す

る調整 

④取引の適正化 

就業環境の整備 

③仕事の履行 
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三者間の包括的契約の締結 

 

 

 

            

 

 

                                         

                               

                       

 

 

                                

                                   

                           

 

 

 

 

センター利用規約 会員業務就業規約 

① 仕事の依頼 

③ センター利用契約の締結

② 利用規約等に同意 

三者間の包括的契約の締結フロー図 

⑥ 請負・準委任契約の成立 

センター 
発注者 

会 員 

⑧ 委託料の請求 

⑨ 委託料の支払い

会員が会員業務仕様

書に同意することで

発注者と会員の間に

請負・準委任契約が

成立する。 
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